
≪水道開始・中止・名義変更等のしおり≫ 

 
１． 鹿嶋市の水道は，鹿嶋市水道事業給水条例が給水契約の内容となっております。 

あらかじめご了承のうえご使用ください。 

 

２． 水道の使用を開始される場合は，上水道給水（開始）申込が必要です。 

   水道料金窓口（１６番）に来庁していただくか，電子申請（LoGoフォーム）よりお申込みください。 

 電子申請（水道使用開始）：https://logoform.jp/form/kRr5/207271 

 

３． 転出，転居等で水道を使用されなくなる場合は，上水道給水（中止）申込が必要です。 

水道料金窓口（１６番）に来庁していただくか，電子申請（LoGoフォーム），または電話でご連絡くだ

さい。 

(ア) 届出がない場合，ご使用されなくても基本料金が発生します。 

(イ) 長期間水道を使用しないときも中止をすることができます。中止申込みをしない 

場合には，基本料金が発生します。 

   電子申請（水道使用中止）：https://logoform.jp/form/kRr5/212322 

 

※電子申請での受付は，水道の使用開始及び中止ともに５営業日前までにお申し込みください。 

 

４． 水道を使用される方が変更（名義変更）になる場合は，届出が必要です。 

(ア) 水道を使用される方が変更になる場合は，水道料金窓口（１６番）で申請してください。 

(イ) 電話での受付は行っておりません。 

 

５． 水道料金のお支払い方法は次のとおりです。 

（１）  納入通知書によるお支払い 

・ 毎月，納入通知書を送付いたしますので，納期限内にお近くの金融機関， 

コンビニエンスストア又はスマートフォン決済によりお支払いください。 

（ “ＰａｙＰａｙ”，“ＰａｙＢ”がご利用できます。） 

（２）  口座振替によるお支払いの場合 （口座振替手続きが必要です） 

・ 毎月２２日に口座振替します。（振替不能の場合，翌月１０日に再振替を行います。） 

・ 指定金融機関の窓口で口座振替手続きをする場合は，通帳又はキャッシュカ 

ード，お届印，水栓番号 (検針票又は納付書に記載) が必要となります。 

指定金融機関のキャッシュカードをお持ちの方は，水道料金窓口（１６番）で手続きができま

す。 

（ 指定金融機関 ： 鹿嶋市内に本店・支店のある金融機関又はゆうちょ銀行 ） 

・  クレジットカードによる支払いは取扱っておりません。 

     (３) 上下水道料金を滞納されますと，給水停止になりますのでご注意ください。 

     (４) 下水道が接続されているところは，下水道料金が含まれています。 

 

         【お問合せ先】 

           鹿嶋市水道課  ＴＥＬ ０２９９－８２－２９１１ （内線５７４・５７５） 

           受付／業務時間  平日８時３０分～１７時１５分 (土日祝日・年末年始は除く) 

https://logoform.jp/form/kRr5/207271
https://logoform.jp/form/kRr5/212322

